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(57)【要約】
【課題】オフラインコーティング層を有し、調理済み食品トレー、特にＡＰＥＴ（非晶質
）及びＲＰＥＴ（粉砕再生材料含有）から成る調理済み食品トレーに対するシール特性お
よび剥離特性に優れ、且つ従来技術の欠点を有さないヒートシール性および剥離性二軸配
向ポリエステルフィルムを提供する。
【解決手段】二軸配向ポリエステルフィルムから成るベース層（Ｂ）と、ベース層（Ｂ）
にオフラインコーティングされているヒートシール性外層（Ａ）とから成る８０％を超え
る明澄度を有する透明剥離性ポリエステルフィルムであって、ヒートシール性外層（Ａ）
は、ＡＰＥＴ及びＲＰＥＴから成る調理済み食品トレーに対して剥離可能であり、ヒート
シール性および剥離性の外層（Ａ）が、（ａ）８５～９９重量％の剥離性ポリエステルと
（ｂ）１～１５重量％の他の物質とから成り、（ａ）の剥離性ポリエステルが、少なくと
も１つの芳香族ジカルボン酸由来の単位２５～９５モル％と、少なくとも１つの脂肪族ジ
カルボン酸由来の単位５～７５モル％とから成り且つ前記ジカルボン酸由来成分のモル％
の合計が１００モル％であり、（ａ）の剥離性ポリエステルが、２より大きい炭素数を有
するジオール由来の単位を少なくとも１０モル％有し且つグリコール由来のモル％の合計
が１００モル％であり、乾燥外層（Ａ）の質量が、１～５ｇ／ｍ２であることを特徴とす
る透明剥離性ポリエステルフィルム。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二軸配向ポリエステルフィルムから成るベース層（Ｂ）と、ベース層（Ｂ）にオフライ
ンコーティングされているヒートシール性外層（Ａ）とから成る８０％を超える明澄度を
有する透明剥離性ポリエステルフィルムであって、ヒートシール性外層（Ａ）は、ＡＰＥ
Ｔ及びＲＰＥＴから成る調理済み食品トレーに対して剥離可能であり、ヒートシール性お
よび剥離性の外層（Ａ）が、（ａ）８５～９９重量％の剥離性ポリエステルと（ｂ）１～
１５重量％の他の物質とから成り、（ａ）の剥離性ポリエステルが、少なくとも１つの芳
香族ジカルボン酸由来の単位２５～９５モル％と、少なくとも１つの脂肪族ジカルボン酸
由来の単位５～７５モル％とから成り且つ前記ジカルボン酸由来成分のモル％の合計が１
００モル％であり、（ａ）の剥離性ポリエステルが、２より大きい炭素数を有するジオー
ル由来の単位を少なくとも１０モル％有し且つグリコール由来のモル％の合計が１００モ
ル％であり、乾燥外層（Ａ）の質量が、１～５ｇ／ｍ２であることを特徴とする透明剥離
性ポリエステルフィルム。
【請求項２】
　外層（Ａ）の他の物質が、粒子、添加剤、助剤、潤滑剤、防曇剤およびこれらの混合物
から成る群より選択される請求項１に記載のポリエステルフィルム。
【請求項３】
　ＡＰＥＴ及びＲＰＥＴから成る調理済み食品トレーに対するフィルムの最低シール温度
が１１０℃以下であり、前記トレーに対するフィルムの最高シール温度が１６０℃であり
、ＡＰＥＴ及びＲＰＥＴから成る調理済み食品トレーに対するフィルムのシールシーム強
度（剥離力）が３．０Ｎ以上である請求項１又は２に記載のポリエステルフィルム。
【請求項４】
　シール温度θ（℃）に対する、ＡＰＥＴ及びＲＰＥＴから成る調理済み食品トレーに対
する剥離力Ｆの関係が以下の式で表される請求項１～３の何れかに記載のポリエステルフ
ィルム。
【数１】

【請求項５】
　外層（Ａ）の剥離性ポリエステルが、ジカルボン酸系繰返し単位全量に対し、２５～８
５モル％のテレフタレート単位、５～５０モル％のイソフタレート単位、５～５０モル％
のアジペート単位、０～３０モル％のアゼレート単位および５～５０モル％のセバケート
単位から成り、ジオール系繰返し単位の全量に対し、１０モル％を超えるエチレングリコ
ール単位および１０モル％を超えるＣ３～Ｃ７ジオール、ジ－、トリ－及びテトラ－Ｃ２

～Ｃ４アルキレングリコールからなる群より選択された１つ以上のジオール単位から成る
請求項１～４の何れかに記載のポリエステルフィルム。
【請求項６】
　外層（Ａ）の剥離性ポリエステルのガラス転移温度が０～３０℃である請求項１～５の
何れかに記載のポリエステルフィルム。
【請求項７】
　外層（Ａ）の剥離性ポリエステルのＳＶ値が２００～２０００である請求項１～６の何
れかに記載のポリエステルフィルム。
【請求項８】
　外層（Ａ）が、防曇剤として１つ以上のアニオン性界面活性剤を合計濃度で０．０１～
５重量％の量で含有する請求項１～７の何れかに記載のポリエステルフィルム。
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【請求項９】
　ベース層（Ｂ）が、Ｂ’Ｂ’’Ｂ’又はＢ’Ｂ’’Ｂ’’’で表される構造を有する複
数の層から成る請求項１～８のいずれかに記載のポリエステルフィルム。
【請求項１０】
　剥離性ポリエステルフィルムの合計厚が、３～２００μｍであり、ベース層（Ｂ）が、
合計厚の４５～９７％の割合で存在する請求項１～９のいずれかに記載のポリエステルフ
ィルム。
【請求項１１】
　ベース層（Ｂ）用のポリマー、又はベース層のＢ’Ｂ’’及びＢ’’’又はＢ’Ｂ’’
及びＢ’の個々の層用のポリマーを１つ以上の押出機内で溶融し、得られた溶融物を単層
ダイ又は共押出しダイにより成形して平坦溶融フィルムを得、次いで、上記溶融フィルム
を冷却ロール及び任意の他のロールによって引取・固化してシートを得、得られたシート
を二軸延伸し、熱固定し、巻取った後、液状の剥離塗布組成物を得られた二軸延伸フィル
ムにオフラインコーティングし、上記組成物を乾燥し、次いでフィルムを巻取る各工程か
ら成る請求項１～１０の何れかに記載のポリエステルフィルムの製造方法。
【請求項１２】
　槽内および供給容器内で測定した剥離塗布組成物の温度が１０～４０℃である請求項１
１に記載の製造方法。
【請求項１３】
　Ｚａｈｎ法Ｎｏ. ２に従った粘度カップを使用した槽内および供給容器内で測定した剥
離塗布組成物の粘度が１０～５０ｓである請求項１１又は１２に記載の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１～１０のいずれかに記載のポリエステルフィルムから成るシール性フィルム。
【請求項１５】
　ＡＰＥＴ及び／又はＲＰＥＴから成る調理済み食品トレー用である請求項１４に記載の
シール性フィルム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二軸配向ベース層（Ｂ）、及び該ベース層（Ｂ）にオフラインコーティング
された少なくとも１つのシール性および剥離性外層（Ａ）から成る透明剥離性ポリエステ
ルフィルムに関する。
【０００２】
　外層（Ａ）は、ヒートシール性を有し、特に、ＡＰＥＴ（ＡＰＥＴ＝非晶質透明ポリエ
チレンテレフタレート（ＰＥＴ））から成る調理済み食品トレーに対して中程度～中位（
ミディアム）の剥離性を示すことを特徴とする。ヒートシール性および剥離性外層（Ａ）
は、芳香族および脂肪族酸と脂肪族ジオールとから構成されるポリエステルから成る。本
発明は、更に、上記フィルムの使用および製造方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　トレーの縁部にヒートシールされたフィルムを使用する剥離性シールを有する、ＡＰＥ
Ｔから成る透明調理済み食品トレーは、特に、サラダ及び新鮮果物用として使用される。
これらトレーは使用が容易であり、それ故増々普及している。この事実は、例えばこれら
製品が、ヨーロッパにおいて二桁の普及率を有するということからも明らかである。
【０００４】
　サラダ及び新鮮果物の調理後、これら食品は調理済み食品トレーにパック詰めされる。
トレーの縁部にフィルムをヒートシールした後に包装シールし、外部の影響から調理済み
食品を保護する。
【０００５】
　ＡＰＥＴから成る非晶質透明調理済み食品トレーのヒートシールは、本質的に、１１０
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～１５０℃のシール温度で達成される。シール時間は、経済性を確保するため、一般的に
は１秒よりかなり短い。１５０℃を超えるシール温度では、ＡＰＥＴからなる透明調理済
み食品トレーは寸法安定性を失い、歪みを生じる傾向がある。
【０００６】
　粉砕再生材料を実質的に不使用で、比較的厚みの大きい（約２００μｍ以上）高スペッ
ク調理済み食品トレーに対しては、比較的高いシール温度（１３５℃を超える温度～１５
０℃）を使用する。他方、特に、比較的厚みが小さく（約２００μｍ以下）、比較的高い
粉砕再生材料比率を有する調理済み食品トレーの場合は、低いシール温度（１３５℃未満
）が使用される。後者のトレーは、ＲＰＥＴの略号を使用して示されることが多い。
【０００７】
　使用するシール温度に拘らず、食品パックに求められる要件（冷蔵庫またはフリザーで
の貯蔵後にも適用される）は、シールによって結着されたフィルムが、検出可能な力を及
ぼすことによって、引裂を起こすことなく、十分満足いく状態で、調理済み食品トレーか
ら剥離可能であることにある。この挙動には、一般的に、「コールド剥離」という用語が
使用される。
【０００８】
　現在、種々のヒートシール性および剥離性フィルムが市販されている。これらのフィル
ムは外層（Ａ）の構造及び組成で異なっている。これらフィルムは、剥離特性に応じて種
々の用途に用いられる。
【０００９】
　例えば、従来、フィルムは、用途に応じて、易剥離性フィルム、中位剥離性フィルム及
び強剥離性フィルムに分類される。図２に従った各剥離力の大きさは、これらフィルムを
区別する基本的適格な特徴である。この場合、分類は以下に示す通りである。
【００１０】
　易剥離：ストリップ幅１５ｍｍ当たり約２～３Ｎの範囲内の剥離力
　中位剥離：ストリップ幅１５ｍｍ当たり約３～７Ｎの範囲内の剥離力
　強剥離：ストリップ幅１５ｍｍ当たり約７～１５Ｎの範囲内の剥離力
【００１１】
　ここで、重要な基準は、フィルムを調理済み食品トレーから剥離した際、実際のフィル
ムに引裂および初期引裂が生じないことである。フィルムは一体を損うことなく剥離可能
でなければならない。
【００１２】
　更に、市場では、剥離フィルムに関し厳格な光学的要件、特に内容物（例えば、新鮮な
サラダ又は果物）をはっきりと見分けるために、２０％未満の低ヘーズ及び８０％を超え
る高「明澄度」を要求している。同様な理由により、剥離フィルムは良好な防曇性を有す
ることが望ましい。
【００１３】
　幾つかのシール性および剥離性ＰＥＴフィルムが知られている。
　特許文献１には、ポリエステルから成る支持フィルム層とポリエステル組成物からなる
少なくとも１つのシール性フィルム層とを有する共押出し二軸配向フィルムが記載されて
いる。前記シール性フィルム層用のポリマーは２種の異なるポリエステルＡ及びＢから成
り、この内少なくとも１つ（ポリエステルＢ）は脂肪族ジカルボン酸及び／又は脂肪族ジ
オールから成る。互いに接合された２つの対向するシール性フィルム層間で測定されたシ
ールエネルギー（フィンシーリング）は、４００ｇｆ・ｃｍ／１５ｍｍ（４Ｎ・ｃｍ／１
５ｍｍ）を超える。前記フィルムは、該フィルム自体に対する（即ち、シール性フィルム
層対シール性フィルム層）良好な剥離特性（剥離図における平坦特性）により特徴付けら
れる。
【００１４】
　特許文献２には、ベース層（Ｂ）及び該ベース層（Ｂ）に塗工された少なくとも１つの
外層（Ａ）を有する、共押出し剥離性透明二軸配向ポリエステルフィルムが記載されてい
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る。外層（Ａ）はヒートシール性を有し、特にＡＰＥＴ／ＣＰＥＴからなる調理済み食品
トレーに対し易剥離性～中位剥離性を示すことを特徴とする。外層（Ａ）は、芳香族およ
び脂肪族酸と脂肪族ジオールとに基づいて得られたポリエステルから成る。外層（Ａ）は
、更にポリエステル非相容性ポリマー（アンチＰＥＴポリマー）を所定濃度で含有する。
前記フィルムの光学的特性並びにＡＰＥＴからなる調理済み食品トレーに対する剥離挙動
は、未だ改良が求められている。
【００１５】
　特許文献３には、ヒートシール性および剥離性層がポリエステルフィルムにインライン
コーティングされる剥離性フィルムの製造方法が記載されている。この方法では、公知の
溶融塗布法が使用され、縦延伸フィルムが、好ましくはヒートシール性および剥離性ポリ
マーで塗布されている。ヒートシール性および剥離性ポリマーは、芳香族及び脂肪族酸と
脂肪族ジオールとに基づいて得られたポリエステルから成る。実施例に記載の剥離性ポリ
マー（コポリマー）は、（マイナス）－１０℃より低いガラス転移温度を有する。これら
コポリマーは、従来のロール延伸工程により配向可能でないため、非常に軟質で、ロール
においてブロッキングを生じる傾向がある。ヒートシール性剥離性層の厚さは８μｍ未満
である。公知の溶融塗布法は、文献技術的かつ溶融物粘度により公知の押出塗布法から区
別される。当該方法は低分子量を有する比較的低粘度のポリマー（最大５０Ｐａ・ｓ）の
みが使用可能であるという欠点を有する。このことはフィルムの剥離特性に不利な結果と
なる。
【００１６】
　ＡＰＥＴから成る調理済み食品トレーのシーリングに関する前記の発明全てにおいて、
剥離挙動、特にコールド剥離挙動として知られる挙動、および「再加工性」（以下の説明
参照）についての欠点を有する。更に、「エンジェルヘアー」として知られる効果が生じ
、剥離時に被膜の網状（ｃｏｂｗｅｂｂｉｎｇ）剥離が生じる。
【００１７】
　特許文献４には、溶剤に溶解し、包装フィルムの表面に塗布される塗布混合物が記載さ
れている。前記塗布混合物は以下の構成成分から成る。即ち、塗布混合物は、溶剤と、－
３５～０℃のガラス転移温度及び６０～１２０℃の「リング及びボール」軟化点を有する
非晶質または半結晶質ポリエステル又はコポリエステルから成るヒートシール性ポリマー
とから成り、このポリマーは前記の溶剤に溶解し、塗布混合物は、更に耐ブロッキング添
加剤を含有する。前記塗布混合物を包装用フォイル又はフィルムに塗布し、乾燥させると
、製袋充填機において低温で使用可能なヒートシール性塗膜が得られる。この従来技術の
発明のフィルムを巻取フィルムを貯蔵する場合、低ガラス転移温度に起因して自己シール
性の傾向があり、巻取フィルムからフィルムを損傷なく剥離できなくなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１８】
【特許文献１】欧州特許出願公開第０３７９１９０号明細書
【特許文献２】欧州特許第１４７５２２８号明細書
【特許文献３】国際公開第０２／０５１８６パンフレット
【特許文献４】国際公開第２０１５／１４８６８５パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　本発明の目的は、オフラインコーティング層を有し、調理済み食品トレー、特にＡＰＥ
Ｔ（非晶質）及びＲＰＥＴ（粉砕再生材料含有）から成る調理済み食品トレーに対するシ
ール特性および剥離特性に優れ、且つ従来技術の欠点を有さないヒートシール性および剥
離性二軸配向ポリエステルフィルムを提供することである。本願フィルムは、特に、以下
の特徴を有する。
【００２０】
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（１）ＡＰＥＴ及びＲＰＥＴから成る調理済み食品トレーに対する中位の剥離性。剥離力
が、３～７Ｎ／１５ｍｍの範囲にある。
（２）ＡＰＥＴ及びＲＰＥＴから成る調理済み食品トレーに対するヒートシール性剥離性
層の最低シール温度が１１０℃であり、最高シール温度が、通常約１６０℃（シール時間
０．５秒および所定加圧下（以下の試験法参照））。
（３）フィルムは低コストで製造可能である。これは、例えば工業的従来法をベースフィ
ルム（Ｂ層）の製造に使用出来ることも意味する。
（４）フィルムの光学特性が非常に良好である。これは、例えば低ヘーズ（２０％未満）
、高明澄度（ｈｉｇｈ　ｃｌａｒｉｔｙ、８０％を超える）及び高透明度（ｈｉｇｈ　ｔ
ｒａｎｓｐａｒｅｎｃｙ、光線透過率、９０％を超える）を意味する。
【００２１】
　本発明の他の目的は、フィルムが、高速装置での加工に適合可能な点にある。同時に、
該目的は、使用される二軸配向ポリエステルフィルムの特徴的な特性の低下を防止するこ
とである。これらの特性の中でも、特に、フィルムの機械特性の低下を防止することであ
る。塗布フィルムの弾性率は３０００Ｎ／ｍｍ２を超え、かつ塗布フィルムの収縮率は２
．５％以下である。
【００２２】
　更に、フィルムが、特に塗布中および塗布後、印刷または積層中、あるいは調理済み食
品トレーに対する塗布フィルムのシール中において、良好な巻取り特性および加工性を有
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本発明者は、特定の構成を有するポリエステルフィルムにより上記課題を解決できるこ
とを見出した。すなわち、本発明の要旨は、二軸配向ポリエステルフィルムから成るベー
ス層（Ｂ）と、ベース層（Ｂ）にオフラインコーティングされているヒートシール性外層
（Ａ）とから成る８０％を超える明澄度を有する透明剥離性ポリエステルフィルムであっ
て、ヒートシール性外層（Ａ）は、ＡＰＥＴ及びＲＰＥＴから成る調理済み食品トレーに
対して剥離可能であり、ヒートシール性および剥離性の外層（Ａ）が、（ａ）８５～９９
重量％の剥離性ポリエステルと（ｂ）１～１５重量％の他の物質とから成り、（ａ）の剥
離性ポリエステルが、少なくとも１つの芳香族ジカルボン酸由来の単位２５～９５モル％
と、少なくとも１つの脂肪族ジカルボン酸由来の単位５～７５モル％とから成り且つ前記
ジカルボン酸由来成分のモル％の合計が１００モル％であり、（ａ）の剥離性ポリエステ
ルが、２より大きい炭素数を有するジオール由来の単位を少なくとも１０モル％有し且つ
グリコール由来のモル％の合計が１００モル％であり、乾燥外層（Ａ）の質量が、１～５
ｇ／ｍ２であることを特徴とする透明剥離性ポリエステルフィルムに存する。
【００２４】
　本発明の他の要旨は、ベース層（Ｂ）用のポリマー、又はベース層のＢ’Ｂ’’及びＢ
’’’又はＢ’Ｂ’’及びＢ’の個々の層用のポリマーを１つ以上の押出機内で溶融し、
得られた溶融物を単層ダイ又は共押出しダイにより成形して平坦溶融フィルムを得、次い
で、上記溶融フィルムを冷却ロール及び任意の他のロールによって引取・固化してシート
を得、得られたシートを二軸延伸し、熱固定し、巻取った後、液状の剥離塗布組成物を得
られた二軸延伸フィルムにオフラインコーティングし、上記組成物を乾燥し、次いでフィ
ルムを巻取る各工程から成る上記要旨に記載のポリエステルフィルムの製造方法に存する
。
【００２５】
　更に、本発明の他の要旨は、上記要旨に記載のポリエステルフィルムから成るシール性
フィルムに存する。
【００２６】
　本発明のフィルムは、ＡＰＥＴ及びＲＰＥＴから成る調理済み食品トレーにヒートシー
ル可能であり、且つ剥離可能である。所定の材料および所定の合計フィルム厚において、
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フィルムのシール特性および剥離特性は、主に、調理済み食品トレーにシールされた外層
（Ａ）の特性により決定される。
【００２７】
　フィルムの剥離特性は、引張応力歪試験機（例えば、Ｚｗｉｃｋ社製）を用いて、実験
室で比較的容易に求めることが出来る（図１参照）。この試験のため、幅１５ｍｍ及び長
さ約５０ｍｍの２つのストリップが、フィルム（１）及び調理済み食品トレー（２）から
切取られ、互いにシールされる。層（Ａ）は、フィルムのシール性層（３）を形成し、調
理済み食品トレーの内側に配置された層は、トレーのシール性層を形成する。図示するよ
うに、シールされたスプトリップは試験機クランプにクランプ止めされる。上部クランプ
にクランプ止めされたフィルムとトレーのストリップ間の角度を１８０°に設定する。本
試験においては、試験機クランプ同士を２００ｍｍ／分の速度で離間させ、トレーからフ
ィルムを完全に剥離する。
【００２８】
　引張力または剥離力（４）（単位：Ｎ／１５ｍｍフィルム幅）が、特定の値／平坦域ま
で上昇し、２つのストリップが互いにシールされた距離に亘ってほぼ一定に保持された場
合、フィルムは剥離性を有するものと考察する（図２参照）。このフィルムは引裂を起こ
さず、代わりに所定の力を及ぼすことによって調理済み食品トレーから所望の状態で剥離
することが可能である。
【００２９】
　剥離力の大きさは、ヒートシール性層（Ａ）で使用するポリマーによって明確に決定さ
れる（図３参照；ポリマー２に対するポリマー１）。剥離力の大きさは、同様に、例えば
、使用ヒートシール温度およびヒートシール時間、並びに２つのシールジョー間の圧力に
依存する。
【００３０】
　例えば、剥離力はヒートシール温度に伴ってシャープに上昇する（図３参照；ポリマー
１）。ヒートシール温度が上昇すると、シール性層が、剥離性を失うリスクが高まる。こ
れは、ヒートシール温度があるレベルを超えると、低シール温度で剥離性を有するフィル
ムがこの特性を失うことを意味する。この挙動はその応用に幾分不利であり、シール性層
の設計時に考慮する必要がある。フィルムは、適宜に広範囲な温度範囲において所望の剥
離性の損失なく、ヒートシールに適合可能である必要がある（図３のポリマー２参照）。
実際には、この温度範囲は、通常１１０～１５０℃、好ましくは１１２～１５０℃、特に
好ましくは１１５～１５０℃である。詳細な条件について、ここでは、特にシール時間（
１秒以下）及び加圧に対し設定される。
【００３１】
　本発明において、ヒートシール性および剥離性層（Ａ）は、フィルム製造に続く後処理
工程で、ポリエステルフィルム（Ｂ）にオフライン技術によって塗布形成される。この方
法では、先ず、従来法によって規定の特性を有するポリエステルフィルム（Ｂ）を製造す
る。得られるポリエステルフィルム（Ｂ）は、次いで、更なる加工工程の塗布システムに
おいて、ヒートシール性および剥離性層（Ａ）をオフラインコーティングする。
【００３２】
　この工程では、先ず、層（Ａ）に使用するヒートシール性および剥離性ポリマーを有機
溶剤に溶解または分散させる。使用可能な溶液／分散液は、次いで、好適な塗布工程（例
えば、ナイフコーター（ドクター）、スクリーンロール又はグラヴィアロール（フォーワ
ード又はリバース）、磨きロール工程、ダイ）によってフィルムに塗布される。溶剤は、
工程下流の乾燥オーブン内で蒸発させ、剥離性ポリマーを固体層としてフィルム上に残存
させる。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明のヒートシール性および剥離性二軸配向ポリエステルフィルムは、オフラインコ
ーティング層を有し、調理済み食品トレー、特にＡＰＥＴ（非晶質）及びＲＰＥＴ（粉砕
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再生材料含有）から成る調理済み食品トレーに対するシール特性および剥離特性に優れ、
且つ従来技術の欠点が解消されている。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】図１は、剥離角１８０°で剥離する場合の引張歪試験機の概略図である。
【図２】図２は、図１に示す引張歪試験機でフィルムに関して得られた力－変位挙動を示
す。
【図３】図３は、ヒートシール性層（Ａ）で使用するポリマー（ポリマー１及びポリマー
２）による剥離力とヒートシール温度との関係を示す。
【図４】図４は、シール温度θ（℃）と剥離力Ｆ（Ｎ／１５ｍｍ）との間の関係式を示し
た図である。
【図５】図５は、従来のオフラインコーティングのアプリケータの構造および作動方式を
示す図である。
【図６】図６は、Ｚａｈｎ法Ｎｏ. ２に従った関連粘度カップ（（１４）＝２Ｒ、（１３
）＝２Ｒ０、（１２）＝Ｌ、（１１）＝ｈ（ｔ））を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　特にことわりのない限り、本明細書の記載において、各層および各システムでは重量％
基準が使用される。
【００３６】
　外層（Ａ）は、主として、芳香族および脂肪族ジカルボン酸由来の単位から成るポリエ
ステルから成る。
【００３７】
　剥離ポリエステル中の芳香族ジカルボン酸由来の単位の存在量は、２５～９５モル％、
好ましくは４０～９０モル％、特に好ましくは５０～８８モル％である。剥離ポリエステ
ル中の脂肪族ジカルボン酸由来の単位の存在量は、５～７５モル％、好ましくは１０～６
０モル％、特に好ましくは１２～５０モル％であり、この場合、モル％データに関し、こ
れらジカルボン酸の合計が常に１００モル％となる。芳香族および脂肪族ジカルボン酸の
量が前記割合から逸脱する場合、外層（Ａ）のベース層（Ｂ）への結着が不十分（芳香族
ジカルボン酸の割合が低過ぎる場合）となるか、又は剥離力および／または最低シール温
度が、本発明の目的の範囲外となる。
【００３８】
　外層（Ａ）の材料の１～１５重量％は、他の物質、例えば、ポリエステルフィルム技術
で通常使用される、粒子、添加剤、助剤および／または他の更なる物質を含有する。使用
可能な他の更なる物質としては、耐ブロッキング剤、潤滑剤、および特に好適な防曇剤が
挙げられ、これら物質は、規定の濃度で剥離ポリエステル、又は他の物質および溶剤を含
む剥離ポリエステルから成る溶液に添加される。
【００３９】
　ヒートシール性および剥離性外層（Ａ）は特徴的な特性を有する。即ち、ＡＰＥＴ及び
ＲＰＥＴから成る調理済み食品トレーに対する最低シール温度が、１１０℃以下、好まし
くは１１２℃以下、特に好ましくは１１５℃以下である。更に、ＡＰＥＴ及びＲＰＥＴか
ら成る調理済み食品トレーに対するシールシーム強度（剥離力）が、３．０Ｎ以上、好ま
しくは３．１Ｎ以上、特に好ましくは３．２Ｎ以上（全てフィルム幅１５ｍｍに基づく）
である。ＡＰＥＴ及びＲＰＥＴから成る調理済み食品トレーに対するヒートシール性およ
び剥離性外層（Ａ）の最高シール温度が、約１６０℃、好ましくは１５５℃、特に好まし
くは１５０℃であり、本発明では、１１０～１６０℃の全シール温度範囲において、ＡＰ
ＥＴ及びＲＰＥＴから成る調理済み食品トレーに対し剥離可能なフィルムが得られる。
【００４０】
　上述の好ましい範囲における剥離結果は、また、数値換算で示すことも出来る。前記の
考察によれば、シール温度θ（℃）と剥離力Ｆ（Ｎ／１５ｍｍ）との間の以下の関係を、
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本発明において容易に使用し得る。
【００４１】
【数１】

【００４２】
　図４は、上記関係を示すグラフである。
【００４３】
＜ベース層（Ｂ）：二軸配向ポリエステルフィルム＞
　本発明のフィルムは、透明二軸配向ポリエステルフィルムとしてのベース層（Ｂ）を有
する。本発明に従った少なくとも１つのヒートシール性および剥離性外層（Ａ）が、オフ
ラインコーティング技術により、ベース層（Ｂ）に塗布される。
【００４４】
　ベース層は、透明単層または多層二軸配向ポリエステルフィルムであり、少なくとも８
０重量％の熱可塑性ポリエステルから成る。この目的に好適な材料としては、エチレング
リコール及びテレフタル酸からなるポリエステル（ポリエチレンテレフタレート：ＰＥＴ
）、エチレングリコール及びナフタレン－２，６－ジカルボン酸からなるポリエステル（
ポリエチレン２，６－ナフタレート：ＰＥＮ）、１，４－ビスヒドロキシメチルシクロヘ
キサン及びテレフタル酸からなるポリエステル（ポリ－１，４－シクロヘキサンジメチレ
ンテレフタレート：ＰＣＤＴ）及びエチレングリコール、ナフタレン－２，６－ジカルボ
ン酸およびビフェニル－４，４’－ジカルボン酸からなるポリエステル（ポリエチレン２
，６－ナフタレートビベンゾエート：ＰＥＮＢＢ）が挙げられる。好ましいポリエステル
としては、エチレン単位を有し、ジカルボン酸に基づくポリエステルであって、少なくと
も９０モル％、特に少なくとも９５モル％のテレフタレート単位または２，６－ナフタレ
ート単位を有するポリエステルである。残りのモノマー単位は、他のジカルボン酸由来お
よびそれぞれのジオール由来の単位である。同様に、ベース層（Ｂ）に関しては、上述の
ホモポリマー及び／又はコポリマーからなる共重合体または混合物あるいはブレンドも好
適に使用できる（ジカルボン酸に関する上述の使用量の場合、全ジカルボン酸の合計量は
１００モル％であり、同様に、全ジオールの合計量は１００モル％となる）。
【００４５】
　好適な他の芳香族ジカルボン酸としては、ベンゼンジカルボン酸、ナフタレンジカルボ
ン酸（例えば、ナフタレン－１，４－又は１，６－ジカルボン酸）、ビフェニル－ｘ，ｘ
’－ジカルボン酸（特に、ビフェニル－４，４’－ジカルボン酸）、ジフェニルアセチレ
ン－ｘ，ｘ’－ジカルボン酸（特に、ビジフェニルアセチレン－４，４’－ジカルボン酸
）及びスチルベン－ｘ，ｘ’－ジカルボン酸が挙げられる。前記脂環式ジカルボン酸とし
ては、シクロヘキサンジカルボン酸（特に、シクロヘキサン－１，４－ジカルボン酸）が
挙げられる。脂肪族ジカルボン酸としては、アルカン部位が直鎖又は分岐鎖であるＣ３－
Ｃ１９アルカン二酸が、特に好適である。
【００４６】
　好適な他の脂肪族ジオールとしては、例えば、ジエチレングリコール、トリエチレング
リコール、一般式ＨＯ－（ＣＨ２）ｎ－ＯＨで表される脂肪族グリコール（式中、ｎは、
３～６の整数を示す；特に、プロパン－１，３－ジオール、ブタン－１，４－ジオール、
ペンタン－１，５－ジオール及びヘキサン－１，６－ジオール等）および炭素数６以下の
分岐鎖脂肪族グリコール、及び任意にヘテロ原子含有してもよい、１つ以上の環を有する
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脂環式ジオールが挙げられる。これらの脂環式ジオールの中では、シクロヘキサンジオー
ル（特に、シクロヘキサン－１，４－ジオール）が好ましい。好適な他の芳香族ジオール
としては、例えば、式ＨＯ－Ｃ６Ｈ４－Ｘ－Ｃ６Ｈ４－ＯＨで表される芳香族ジオール（
式中、Ｘは、－ＣＨ２－、－Ｃ（ＣＨ３）２－、－Ｃ（ＣＦ３）２－、－Ｏ－、－Ｓ－又
は－ＳＯ２－）が挙げられる。また、式ＨＯ－Ｃ６Ｈ４－Ｃ６Ｈ４－ＯＨで表されるビス
フェノールも同様に好適である。
【００４７】
　ベース層（Ｂ）としては、ジカルボン酸成分が、テレフタル酸由来単位と少量（５モル
％未満）のイソフタル酸由来単位から構成されるコポリエステルから成る二軸配向ポリエ
ステルフィルムが特に好ましい。この場合、フィルムの製造が特に容易であり、特に良好
な光学的特性を有する。ベース層（Ｂ）は、本質的には、主として、テレフタル酸および
イソフタル酸単位およびエチレングリコール単位（ジオール単位の９７モル％を超える量
）から成るポリエステル共重合体から成る。
【００４８】
　ポリエステルは、エステル交換法によって製造できる。エステル交換法では、ジカルボ
ン酸エステル及びジオールを出発物質として使用し、両者を従来のエステル交換触媒、例
えば、亜鉛、カルシウム、リチウム及びマグネシウムの塩を用いて反応させる。次いで、
得られた中間生成物を、例えば二酸化アンチモン、酸化チタン又はエステル、あるいは他
のゲルマニウム化合物などの従来公知の重縮合触媒の存在下に重縮合させる。製造方法は
、重縮合触媒の存在下に直接エステル化法によっても同様に進行させることが出来る。こ
の直接エステル化法では、ジカルボン酸及びジオールを出発物質として使用する。
【００４９】
　酸化チタン又はゲルマニウム化合物の存在下に中間生成物を重縮合させ、それぞれ、酸
化チタン又はゲルマニウム化合物などの重縮合触媒の存在下に、直接エステル化法を行う
のが特に好ましい。それ故、得られた二軸配向ポリエステルフィルムは、アンチモンを非
含有であるか、又は少なくとも低アンチモン含有量を有する。特に好ましくは、二軸配向
ポリエステルフィルムがアンチモンを非含有の場合であり、この場合、フィルムが食品に
直接接触する包装用途に使用可能である。
【００５０】
＜ヒートシール性および剥離性外層（Ａ）＞
　本発明のフィルムは少なくとも２つの層から成る。該フィルムは前記ベース層（Ｂ）と
、該ベース層にオフラインコーティング技術により塗布されたヒートシール性および剥離
性外層（Ａ）とから成る。
【００５１】
　二軸配向ポリエステルフィルム＝ベース層（Ｂ）にオフラインコーティング技術により
塗布されたシール性および剥離性外層（Ａ）は、主として少なくとも約５重量％の剥離ポ
リエステルから成る。
【００５２】
　本発明の剥離ポリエステルは、芳香族および脂肪族ジカルボン酸および脂肪族ジオール
から構成される。本発明の剥離ポリエステルは、ホモポリマーのブレンド又はコポリマー
、或いはその他コポリマー又はホモポリマーの混合物でもよい。これらの中で、好ましく
はホモポリマー及びコポリマーのブレンド、及び芳香族および脂肪族ジカルボン酸および
脂肪族ジオールに基づき調製された種々のコポリマーのブレンドである。
【００５３】
　本発明で使用可能で、且つ剥離ポリエステル中に由来単位として存在する芳香族ジカル
ボン酸としては、例えば、テレフタル酸、イソフタル酸、フタル酸および２，６－ナフタ
レンジカルボン酸が挙げられる。これらの中では、テレフタル酸およびイソフタル酸が好
ましい。
【００５４】
　本発明で使用可能で、かつ剥離ポリエステル中に由来単位として存在する脂肪族ジカル
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ボン酸としては、例えば、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、スベリン酸
、アゼライン酸およびセバシン酸が挙げられる。これらの中では、アゼライン酸、セバシ
ン酸およびアジピン酸が好ましい。
【００５５】
　本発明で使用可能で、かつ剥離ポリエステル中に由来単位として存在する脂肪族ジオー
ルとしては、例えば、エチレングリコール、１，３－プロパンジオール、１，３－ブタン
ジオール、１，４－ブタンジオール、１，５－ペンタンジオール、２，２－ジメチル－１
，３－プロパンジオール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、１，４－シ
クロヘキサンジメタノール及びネオペンチルグリコールが挙げられる。これらの中では、
エチレングリコール、ジエチレングリコール、１，２－プロパンジオール、ブタンジオー
ル及びネオペンチルグリコールが好ましい。
【００５６】
　剥離ポリエステルは、一般に、以下の「ジカルボン酸由来単位」及び「ジオール由来単
位」を含有する。以下に示す各由来単位の含有量は、各々、ジカルボン酸系およびジオー
ル系繰返し単位のそれぞれの全量に対する量である。
【００５７】
・２５～８５モル％、好ましくは３０～８０モル％、特に好ましくは３５～７０モル％の
テレフタレート。
・５～５０モル％、好ましくは１０～４５モル％、特に好ましくは１５～４０モル％のイ
ソフタレート。
・５～５０モル％、好ましくは５～４０モル％、特に好ましくは５～３０モル％のアジペ
ート。
・０～３０モル％、好ましくは０～２０モル％、特に好ましくは０～１０モル％のアゼレ
ート。
・５～５０モル、好ましくは５～４０モル％、特に好ましくは５～３０モル％のセバケー
ト。
・１０モル％を超える、好ましくは１１モル％を超える、特に好ましくは１２モル％を超
えるエチレングリコール。
・１０モル％を超える、Ｃ３～Ｃ７ジオール、ジ－、トリ－及びテトラ－Ｃ２～Ｃ４アル
キレングリコール及びそれらの組合せからなる群より選択された１つ以上のジオール。な
お、用語「Ｃ３～Ｃ７ジオール」は、特には、プロピレングリコール、ブチレングリコー
ル及びネオペンチルグリコールを意味する。用語“「ジ－～テトラ－アルキレングリコー
ル」は、特には、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール及びジプロピレングリ
コールを意味する。
【００５８】
　本発明のヒートシール性および剥離性外層（Ａ）の剥離ポリエステルのガラス転移温度
は、通常０～３０℃、好ましくは０～２７℃、更に好ましくは０～２５℃である。前記ポ
リエステルのガラス転移温度が０℃未満の場合、フィルムは、以降の信頼性のある加工処
理に不適である。この場合、外層（Ａ）は、その層自体および剥離フィルムの反対側に対
する付着性が高く、それ故、巻取り時にブロッキングを起こすため、更なる加工処理を行
うことが出来ない。この巻取りフィルム中の付着は、特にフィルムの引出し時に、度々フ
ィルムの破損を生じさせる。他方、ガラス転移温度が、３０℃を超える場合、外層（Ａ）
は、最早シール性を有さず、特に本発明の低温（最低シール温度１１０℃）で所望の剥離
性を示さない。更に、かかるフィルムは、調理済み食品トレーからの剥離時に引裂または
破損を被る可能性が高いので好ましくない。本発明のシール温度は、剥離ポリエステル用
の本発明の組成物（上記参照）により達成される。
【００５９】
　本発明のヒートシール性および剥離性外層（Ａ）の剥離ポリエステルのＳＶ値は、通常
２００～２０００、好ましくは２５０～１９００、更に好ましくは３００～１９００であ
る。ＳＶ値が２００未満の場合、外層（Ａ）は、ＡＰＥＴ及びＲＰＥＴから成る調理済み
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食品トレーに対し本発明で目的とする温度範囲において要求されるシールシーム強度、即
ち、３Ｎ／１５ｍｍを越え且つ７Ｎ／１５ｍｍ以下のシールシーム強度を示すことが出来
ない。剥離力は過度に小さくなる。他方、ＳＶ値が２０００を超える場合、ポリエステル
は過度に粘性が高くなり、例えば溶剤に溶解または分散することが困難となる。ＳＶ値は
以下の実施例に記載する方法によって求められる。
【００６０】
　更に、本発明フィルムの乾燥外層（Ａ）の質量は、１～５ｇ／ｍ２の範囲、好ましくは
１．１～４．８ｇ／ｍ２の範囲、更に好ましくは１．２～４．６ｇ／ｍ２の範囲である。
外層（Ａ）の塗布重量が５ｇ／ｍ２を超える場合、剥離力が重大に増大し、最早本発明で
目的とする範囲の剥離力を達成できない。更に、フィルムの剥離挙動が損なわれて、調理
済み食品トレーからの剥離中にフィルムの引裂が相当に生じ易くなる。逆に、外層（Ａ）
の厚さが１ｇ／ｍ２未満の場合、フィルムは本発明で目的とする温度範囲内でヒートシー
ル性および剥離性のいずれも示さない。
【００６１】
＜シール性層（Ａ）の耐ブロッキング剤＞
　各装置（印刷およびシーリング）におけるフィルムの取扱い性およびフィルムの加工性
（ロール上への巻取り及びロールからの引出し）を向上させるため（特に調理済み食品ト
レーからの剥離中のフィルム挙動を向上するため）、ヒートシール性および剥離性外層（
Ａ）の更なる改良が好ましい。
【００６２】
　かかる改良は、任意にシール性層に、特にロール上のフィルムのブロッキングを防止す
る量で添加する好適な耐ブロッキング剤により最も効果的に達成される。該耐ブロッキン
グ剤は、調理済み食品トレーからの剥離中のフィルム挙動を改良し、更にフィルムの全体
の加工挙動を最適化することに供する。
【００６３】
　外層（Ａ）は、規定サイズの粒子を所定の濃度および任意に所定の分布で含有すること
が好ましい。また、外層（Ａ）に、２種以上の異なる粒子系の混合物または同一化学組成
を有するが粒子サイズの異なる粒子系の混合物を添加することも出来る。
【００６４】
　従来の耐ブロッキング剤（また、「顔料」または「粒子」とも言う）としては、無機お
よび／または有機粒子が挙げられ。無機および／または有機粒子としては、例えば、炭酸
カルシウム、非晶質シリカ、タルク、炭酸マグネシウム、炭酸バリウム、硫酸カルシウム
、硫酸バリウム、リン酸リチウム、リン酸カルシウム、リン酸マグネシウム、酸化アルミ
ニウム、フッ化リチウム、外層（Ａ）で使用されるジカルボン酸の誘導体形状でのカルシ
ウム塩、バリウム塩、亜鉛塩またはマグネシウム塩、カーボンブラック、二酸化チタン、
カオリン、或いは架橋ポリスチレン粒子またはアクリル酸誘導体に基づく架橋ポリマー粒
子が挙げられる。
【００６５】
　粒子は、各々好適な濃度にて、例えば、リコール性分散体の形状で、剥離ポリエステル
の製造中（即ち、剥離ポリエステルの重縮合中）に外層（Ａ）内に添加されるか、又はラ
ッカー製造中（重縮合後）に外層（Ａ）の溶剤系前駆体システムに添加される。
【００６６】
　本発明において好ましい粒子としては、コロイダル形状の合成非晶質ＳｉＯ２粒子が挙
げられる。これら粒子は、非常に効果的にポリマーマトリックス内に結合され、単に少量
の空胞（キャビティ）を形成する。空胞は、例えば、ラッカー乾燥中に形成され、一般に
、ヘーズを増加させるため、本発明には殆ど不適である。ＳｉＯ２粒子の製造については
、従来技術が参照され、その製造方法は、例えば、欧州特許第１４７５２２８号明細書に
詳細が開示される。
【００６７】
　メジアン粒子径ｄ５０は、通常２．０～８μｍ、好ましくは２．５～７μｍ、更に好ま
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しくは３．０～６μｍの粒子を使用することが好ましい。２．０μｍ未満の粒径の粒子を
使用する場合、例えば、ロールへのフィルムの巻取り時またはロールからの引出し時、か
つ調理済み食品トレーからの剥離中のフィルム挙動に関し、粒子の好ましい効果が得られ
ない。この場合、フィルムは、再び、例えば、フィルムの引出し中に引裂または引裂伝播
を被ることになり好ましくない。８μｍを超える粒径を有する粒子は、一般に、ラッカー
塗布および加工中に問題（フィルター目詰まり）を起こす。
【００６８】
　好ましい実施形態では、ヒートシール性および剥離性外層（Ａ）中の粒子の粒径（ｄ５

０）は、前記層の層厚より大きい。粒径と層厚の比は、通常１．２以上、好ましくは１．
３以上、更に好ましくは１．４以上である。この場合、特に、フィルムの引出し挙動に関
し、特に有用な効果を示す。
【００６９】
　所望の剥離特性を得るために、ヒートシール性および剥離性外層（Ａ）は、０．５～１
０重量％の濃度で粒子を含有することが好ましい。粒子の濃度は、好ましくは０．７～８
．０重量％、更に好ましくは１．０～６．０重量％である。これに対し、フィルムの外層
（Ａ）が、０．５重量％未満の濃度で粒子を含有する場合、フィルムの巻取りにおいて有
用な効果が得られない。逆に、フィルムの外層（Ａ）が、１０重量％を超える濃度で粒子
を含有する場合、フィルムのヘーズが、過度に高くなる。
【００７０】
　更に、上記粒子の適切な使用によって、ヒートシール性および剥離性外層（Ａ）の表面
粗さＲａ値が６０ｎｍを超えるように調整することが好ましい。Ｒａ値は、好ましくは８
０ｎｍを超え、更に好ましくは１００ｎｍを超える。他方、Ｒａ値は、通常３００ｎｍ以
下、好ましくは２５０ｎｍ以下、更に好ましくは２００ｎｍ以下ある。この特性値は、粒
子径および粒子濃度の好適な選択、並びに外層（Ａ）の層厚の変更によって、非常に効果
的に制御可能である。
【００７１】
　完成シール済みパックの貯蔵中、例えば、使用前のスーパーマーケットにおいて保持し
ようとされる剥離フィルムの所望の低ヘーズ並びに高明澄度、光沢および透明度を達成す
るために、外層（Ａ）が良好な防曇性を有することが好ましい。このために、外層（Ａ）
は所望の濃度で好適な防曇剤を含有する。好適な防曇剤としては、例えば界面活性剤が挙
げられる。この場合、界面活性剤は疎水性および親水性部位からなる分子を意味し、それ
故両親媒性である。界面活性剤としては、非イオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤
、アニオン性界面活性剤または両イオン性界面活性剤が挙げられ、更に、ポリマー性界面
活性剤または保護コロイドが、防曇剤として使用可能である。
【００７２】
　特に好適な材料としては、好ましくはアルキルサルフェート、アルキルベンゼンサルフ
ェート、アルキルエーテルサルフェート及びスルホコハク酸エステルからなる群より選択
されたアニオン性界面活性剤が挙げられる。特に好ましい界面活性剤は、スルホコハク酸
エステル（ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム）、例えば、ジエチルヘキシルスルホコ
ハク酸ナトリウム、からなる群より選択される界面活性剤が挙げられる。
【００７３】
　外層（Ａ）内に使用される防曇剤の濃度は、通常０．０１～５重量％、好ましくは０．
０３～３．０重量％であり、界面活性剤の濃度は特に所望の防曇特性に応じて決定される
。外層（Ａ）の表面の良好な防曇／耐凝集特性は、当該外層（Ａ）の表面に微液滴の形成
が観測されず、同時にその塗膜が洗浄に対し良好な耐除去性を示す場合に達成されたと見
なす。
【００７４】
　良好な耐凝集性の基本的要件は、高表面張力または外層（Ａ）の表面の小接触角である
。外層（Ａ）の表面張力が、通常５５ｍＮ／ｍ以上、好ましくは５８ｍＮ／ｍ以上、更に
好ましくは６１ｍＮ／ｍ以上である場合に、耐凝集性が適正であると見なす。
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【００７５】
　オフラインコーティング法では、外層（Ａ）は、液状塗布組成物、即ち、ラッカー形態
でベース層（Ｂ）に塗布される。ラッカー製造に有用な方法では、「固形分」、例えば、
剥離ポリマー及び／又は他の物質、例えば、耐ブロッキング剤及び／又は防曇剤などの内
容物は、有機溶剤に溶解されるか又は少なくとも均質に分散される。好ましい実施形態で
は、酢酸エチル（ＥＡ）及びメチルエチルケトン（ＭＥＫ）の溶剤混合物が、ラッカー製
造中に連続層として使用される。ＭＥＫの使用割合は、溶剤混合物の全組成に対し、通常
５０重量％以下、好ましくは４０重量％以下、更に好ましくは３０重量％以下である。特
に好ましい実施形態においては、仕込み連続層はＥＡのみからなる。
【００７６】
　前記溶剤の使用により、食品規制法で要求される基準値および閾値の達成が容易になり
、つまり、食品包装における本発明に従ったラッカー塗布されたフィルムの使用を容易に
する。更に、ＥＡの使用により、溶剤に起因する製造コスト及び廃棄コストを低減するこ
とが出来る。つまり、本発明フィルムの経済的製造が可能となる。
【００７７】
　ラッカーの固形分またはラッカー中の溶剤以外の物質の含有量は、通常２０重量％以上
、好ましくは２３重量％以上、更に好ましくは２６重量％以上である。前記含有量の上限
値はプロセス条件により設定され、ラッカーの加工性に関連する。固形分が２０重量％未
満の場合、ラッカーによるフィルムの均一な被覆が達成できず、未塗布フィルム部および
乾燥現象（コーヒー染み効果）が生じる場合がある。
【００７８】
　溶液によるポリエステルフィルムの良好な濡れ及びポリエステルの二軸配向ポリエステ
ルフィルムへの良好な付着を達成するために、塗布前に、ポリエステルフィルムの表面に
コロナ前処理を施すことが好ましい。
【００７９】
＜ベース層（Ｂ）内の耐ブロッキング剤＞
　本発明フィルムの加工挙動を更に向上させるため、同様に粒子をベース層（Ｂ）（即ち
、二軸配向ポリエステルフィルム）に含有させることが好ましい。この場合、以下の条件
で行うことが好ましい。
【００８０】
　ａ）メジアン径ｄ５０が、通常１．５～６μｍ、好ましくは２．０～５μｍ、更に好ま
しくは２．５～４μｍの粒子を使用することが好ましい。
　ｂ）粒子濃度は、通常０．１～５重量％、好ましくは０．１２～４重量％、更に好まし
くは０．１５～３重量％である。
【００８１】
　ベース層（Ｂ）、即ち、本発明の剥離フィルムの二軸配向ポリエステルフィルムは、そ
れ自体、１つ以上の層から成る。Ｂ’Ｂ’’Ｂ’構造（又はＢ’Ｂ’’Ｂ’’’構造）の
３層構造を有する二軸配向ポリエステルフィルム（Ｂ）が、剥離フィルムの上述の特性、
特に、要求される非常に良好な光学的特性を達成するために有用である。前記３層フィル
ムのベース層（Ｂ’’）中の粒子含有量は、２つの外側層（Ｂ’）（又はＢ’及びＢ’’
’）中の粒子量より小さくなるように調整される。前記２つの外側層は、同一構造を有す
ることが好ましいが、異なる構造（Ｂ’及びＢ’’’）であってもよい。
【００８２】
　（Ｂ’Ｂ’’Ｂ’）又は（Ｂ’Ｂ’’Ｂ’’’）型の３層二軸配向ポリエステルフィル
ムの場合、ベース層（Ｂ’’）中の粒子含有量は、通常０～２．０重量％、好ましくは０
～１．５重量％、特に好ましくは０～１．０重量％の範囲である。ベース層に包含させる
粒子としては、同一材料の粉砕再生材（再生原料）からなる粒子のみをフィルム内に含有
させるのが特に好ましい。これにより、フィルムの光学特性、特にフィルムのヘーズが良
好となる。
【００８３】
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　２つの外側層（Ｂ’）（又はＢ’及びＢ’’’）の層厚は、同一でも、異なっていても
よく、これら外層厚は、通常それぞれ０．５～５μｍの範囲である。
【００８４】
　ポリマーの加工のため、更に、剥離フィルムの所望の非常に良好な光学的特性を達成す
るため、ベース層（Ｂ’’）用のポリマー及び二軸配向ポリエステルフィルムの他の層（
Ｂ’及び／又はＢ’’’）用のポリマーを、各ポリマー溶融物の粘度が過度に相違しない
ように選択することが有利である。上記要件を満足しない場合、完成フィルムは、起立／
突起部の付加・形成、問題のあるフロー効果または縞形成などの欠陥を被り易い。２つの
溶融物の粘度範囲は、修正溶液粘度（ＳＶ値又は“溶液粘度”）を使用して規定される。
【００８５】
　二軸配向ポリエステルフィルムの製造に好適な市販のポリエチレンテレフタレートのＳ
Ｖ値は、通常６００～１０００の範囲である。本発明の目的に従ったフィルムの十分満足
な品質を確保するために、層（Ｂ’）（又はＢ’及びＢ’’’）用のポリマーのＳＶ値は
、通常５００～１２００、好ましくは５５０～１１５０、特に好ましくは６００～１００
０の範囲である。ベース層および他の層のポリマー溶融物のＳＶ値は、通常２００単位以
下、好ましくは１５０単位以下、特に好ましくは１００単位以下だけ互いに相違する。更
に、本発明において、上述の全ての場合において、２つの層Ｂ’及び／又はＢ’’’の粘
度は、ベース層（Ｂ’’）の粘度より低いことが特に好ましい。
【００８６】
　二軸配向ポリエステルフィルム（＝ベース層（Ｂ））は、更に従来の添加剤、例えば安
定剤（ＵＶ安定剤、加水分解安定剤）、難燃物質または充填剤を含有してもよい。これら
添加剤は、押出機で溶融前にポリマー又はポリマー混合物に添加するのが好ましい。
【００８７】
　本発明の剥離フィルムの合計厚は、規定範囲で変更可能であり、通常３～２００μｍ、
好ましくは４～１５０μｍ、更に好ましくは５～１００μｍの範囲であり、この場合、層
（Ｂ）の層厚は、合計フィルム厚の４５～９７％の割合であることが好ましい。
【００８８】
＜製造方法＞
　本発明は、また、ベース層（Ｂ又はＢ’Ｂ’’Ｂ’又はＢ’Ｂ’’Ｂ’’’）としての
透明二軸配向ポリエステルフィルム及びそこにオフラインコーティングされたシール性お
よび剥離性外層（Ａ）を有する剥離フィイルムの製造方法を提供する。
【００８９】
　透明二軸配向ポリエステルフィルム＝ベース層（Ｂ）又は（Ｂ’Ｂ’’Ｂ’又はＢ’Ｂ
’’Ｂ’’’）の層構造を有するベース層は、従来法（例えば、共押出法）によって製造
される。本発明においては、（Ｂ’Ｂ’’Ｂ’又はＢ’Ｂ’’Ｂ’’’）の層構造を有す
るポリエステルフィルムの製造が好ましく、これによって、高光沢かつ低ヘーズを有する
フィルムの特に効果的な製造を達成することが出来る。ベース層（Ｂ’’）及び２つの外
側層（Ｂ’）又は外側層（Ｂ’及びＢ’’’）を有する好ましい３層フィルム構造の場合
、ベース層（Ｂ’’）内の粒子濃度は、２つの外側層（Ｂ’）又は外側層（Ｂ’及びＢ’
’’）内の粒子濃度より低いことが好ましい。ベース層（Ｂ’’）内の粒子濃度は、フィ
ルムのヘーズ及び光沢に好ましい効果を与えるように選択する。上記した３層フィルムの
場合、ベース層（Ｂ’’）内の粒子濃度は、通常０～０．０６重量％、好ましくは０～０
．０３重量％、更に好ましくは０～０．０１重量％である。使用する粒子の粒径は、原則
的には制限は無いが、１μｍを超えるメジアン径（ｄ５０）有する粒子が特に好ましい。
外側層の粒子濃度は、通常０．０１～０．２重量％、好ましくは０．０２～０．１６重量
％、更に好ましくは０．０３～０．１２重量％であり、実質的には使用する粒子のサイズ
に依存する。
【００９０】
　共押出法においては、例えば、別個の押出機により各溶融物を押出した後、共押出ダイ
内で成形して平坦溶融フィルムを得、互いに層状に積層する。次いで、この多層フィルム
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を引取り、冷却ロール及び任意に他のロールによって冷却固化させる。該製造方法の技術
的観点から、少なくとも外側層（Ｂ’）又は外側層（Ｂ’及びＢ¢¢¢）用のポリマーの
押出のための１つ以上の脱気能力を有する二軸押出機を使用することが特に有利である。
得られたフィルムは、十分満足な光学的特性を有し、例えば、曇り効果または縞形成を示
さない。該フィルムは、効果的な更なる加工に特に適合可能であり、非常に効果的な印刷
に特に適合可能である。
【００９１】
　フィルムの二軸延伸は、一般的には逐次に行われる。逐次延伸は、好ましくは先ず長手
方向に、次いで横方向に行われる。長手方向延伸は、所望の延伸比に対応した異なる速度
で回転する２つのロールによって行われる。横方向延伸は、一般には適当なテンターフレ
ームを使用して行われる。
【００９２】
　延伸温度は、比較的広範囲に変化し、フィルムの所望の特性に依存する。長手方向（機
械方向配向＝ＭＤＯ）延伸は、一般に６０～１３０℃の温度範囲（６０～１３０℃の加熱
温度）で行われ、横方向（横方向配向＝ＴＤＯ）延伸は、一般に９０℃（延伸開始）～１
４０℃（延伸終了）の温度範囲で行われる。長手方向延伸比は、通常２．０：１～５．５
：１、好ましくは２．３：１～５．０：１の範囲である。横方向延伸比は、通常２．４：
１～５．０：１、好ましくは２．６：１～４．５：１の範囲である。
【００９３】
　横延伸の前に、フィルムの片面または両面を公知の方法によりインラインコーティング
してもよい。インラインコーティングにより、例えば、金属層又は印刷インクとフィルム
間の接着が向上し、かつ、フィルムの帯電防止挙動、加工挙動、その他更にはバリア特性
が向上する。これらのインラインコーティング層は、好ましくは、シール性および剥離性
ポリエステルを塗布していない二軸配向フィルムの面に形成される。また、例えば、外層
（Ａ）への付着性を改良するため、剥離塗布組成物をオフラインコーティングしたフィル
ム面に上記のインラインコーティング工程を任意に適用することができる。
【００９４】
　本発明においては、例えば、フィルムのオフラインコーティングを施さない面に、機能
塗膜を塗布することもできる。完成フィルム上の形成された機能塗膜の膜厚は、通常５～
２００ｎｍ、好ましくは２０～１５０ｎｍ、更に好ましくは３０～８０ｎｍの範囲である
。特に好ましくは、“リバースグラヴィアロールコーティング”法による塗布が用いられ
、２００ｎｍ以下の膜厚の塗膜の極めて均質な塗布を行うことができる。同様に、好まし
くはメイヤーロッド法による塗布が用いられ、より厚みの大きい塗膜の形成が可能である
。
【００９５】
　塗布される塗膜は、好ましくは、溶液、懸濁液または分散液の形状で塗布され、特に好
ましくは、水溶液、水性懸濁液または水性分散液の形状で塗布される。該塗膜は、フィル
ム表面に機能を付加し、例えばフィルムに印刷適性、金属化（メタライズ）、抗菌性また
は帯電防止性を付与し、例えば、フィルムの防臭性を向上し、フィルム面に非付着性を示
す材料にフィルムを付着可能とする。
【００９６】
　機能付加を行う物質／組成物としては、例えば、国際公開第９４／１３４７６号パンフ
レットに記載されたアクリレート類、エチレンビニルアルコール類、ＰＶＤＣ、水ガラス
（Ｎａ２ＳｉＯ４）、親水性ポリエステル類（例えば、欧州特許出願公開第０１４４８７
８号明細書、米国特許第４２５２８８５号明細書または欧州特許出願公開第０２９６６２
０号明細書に記載の５－スルホイソフタル酸のナトリウム塩を含有するＰＥＴ／ＩＰＡポ
リエステル類）、例えば、国際公開第９４／１３４８１号パンフレットに記載のポリビニ
ルアセテート類、ポリウレタン類、Ｃ１０－Ｃ１８脂肪酸のアルカリ土類金属塩、アクリ
ロニトリル又はメチルメタアクリレートとのブタジエン共重合体、メタアクリル酸および
そのエステルが挙げられる。
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【００９７】
　上述の物質／組成物は、希釈溶液、エマルジョン又は分散液の形で、好ましくは水溶液
、水性エマルジョン又は水性分散液の形で、フィルムの一面または両面に塗布され、その
後溶剤を蒸発させる。塗膜が横延伸前にインラインコーティングされる場合、横延伸およ
び以降の熱固定中に熱処理を行うことにより、通常十分に溶剤を蒸発させて塗膜を乾燥す
る。乾燥後の塗膜の層厚は、通重５～２００μｍ、好ましくは２０～１５０μｍ、更に好
ましくは３０～１００μｍの範囲である。
【００９８】
　本発明の好ましい実施形態では、より良好な付着性を達成するため、コポリエステル塗
膜を使用する。好ましい塗膜用コポリエステルは、（ａ）イソフタル酸、（ｂ）式：ＨＯ
ＯＣ（ＣＨ２）ｎＣＯＯＨ（式中、ｎは１～１１の範囲である）で表わされる脂肪族ジカ
ルボン酸、（ｃ）芳香族ジカルボン酸の芳香族部位にアルカリ金属スルホネート基を有す
るスルホモノマー、及び（ｄ）炭素数２～１１、好ましくは２～８、特に好ましくは２～
６の少なくとも１つの脂肪族又は脂環式アルキレングリコールの重縮合によって製造され
る。モル基準による存在酸当量の合計は、実質的に存在グリコール当量の合計に対応する
。
【００９９】
　好ましいコポリエステル塗膜の製造に使用される（ａ）、（ｂ）、（ｃ）及び（ｄ）成
分の相対的割合は、十分な付着性を有する塗布フィルムの作成に極めて重要であり、例え
ば、酸成分として存在するイソフタル酸（（ａ）成分）の量は、好ましくは約６５モル％
以上である。（ａ）成分は、好ましくは、純粋イソフタル酸であり、その存在量は約７０
～９５モル％である。（ｂ）成分としては、前記式を有する酸が満足な結果を示し、好ま
しくはアジピン酸、アゼライン酸、セバシン酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸及びこ
れらの酸の混合物が挙げられる。（ｂ）成分が組成物として存在する場合は、上述の範囲
内の所望量は、好ましくはコポリエステルの酸成分に対し１～２０モル％である。好まし
いコポリエステルの（ｃ）成分を形成するモノマーの存在量は、組成物を水分散性とする
ため、好ましくは系内に５モル％以上である。（ｃ）成分のモノマーの量は、更に好まし
くは約６．５～１２モル％である。グリコール成分（（ｄ）成分）の存在量は、おおよそ
化学理論的量である。
【０１００】
　上述したように、前記塗膜は、オフラインコーティングが更に施されていないフィルム
面に塗布されてもよい。しかしながら、当該塗膜は、任意に剥離塗布組成物がオフライン
コーティングされたフィルム面に塗布されてもよい。これにより、外層（Ａ）への付着性
の向上に寄与する。
【０１０１】
　他の好ましい実施形態においては、より良好な付着性を達成するために、アクリレート
塗膜を使用する。好ましく使用するアクリル共重合体は、５０重量％以上の１つ以上の重
合性アクリル及び／又はメタアクリルモノマーと、１～１５重量％の共重合可能なコモノ
マーから成り、前記コモノマーは、高温に曝される共重合条件下で、必要に応じて別個に
樹脂形成架橋剤の添加無しに、分子間架橋を形成し得る。
【０１０２】
　付着促進剤共重合体のアクリル成分の好ましい存在量は、５０～９９重量％であり、前
記アクリル成分は、好ましくは、メタアクリル酸のエステル、特に、アルキルエステルか
ら成る。該アルキルエステルのアルキル基は、１０以下の炭素数を有し、アルキル基とし
ては、例えば、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、
イソブチル基、ｔ－ブチル基、へキシル基、２－エチルへキシル基、ヘプチル基及びｎ－
オクチル基が挙げられる。低アルキルアクリレート（Ｃ１～Ｃ４）、特に、エチルアクリ
レートに由来のアクリル共重合体を、低アルキルメタアクリレートと共に使用する場合、
ポリエステルフィルムと該フィルムに塗布された電子複写塗膜及び艶消し塗膜との付着性
が特に良好となる。特に好ましくは、アルキルアクリレート、例えばエチルアクリレート
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又はブチルアクリレートの付着促進剤共重合体を、アルキルメタアクリレート、例えば、
メチルメタアクリレートと共に、特に、同一モル比率かつ７０～９５重量％の合計量で使
用する。これらアクリル／メタアクリル組合せのアクリレートコモノマーの存在割合は、
好ましくは１５～６５モル％であり、メタアクリレートコモノマーの存在割合は、好まし
くはアクリレートコモノマーの割合より、通常５～２０モル％だけ大きい。上記のアクリ
ル／メタアクリル組合せ中のメタアクリレートの割合は、好ましくは３５～８５モル％で
ある。
【０１０３】
　耐溶剤性を向上するために、架橋形成に好適なコモノマーを任意に使用できる。上記の
コモノマーとしては、例えば、Ｎ－メチロールアクリルアミド、Ｎ－メチロールメタアク
リルアミド及び対応のエステル類；エポキシ材料、例えば、グリシジルアクリレート、グ
リシジルメタアクリレート及びアリルグリシジルエーテル；カルボキシ基含有モノマー、
例えば、クロトン酸、イタコン酸又はアクリル酸；無水物、例えば、無水マレイン酸又は
無水イタコン酸；ヒドロキシ基含有モノマー、例えば、アリルアルコール、ヒドロキシエ
チルアクリレート、ヒドロキシプロピルアクリレート、ヒドロキシエチルメタアクリレー
ト又はヒドロキシプロピルメタアクリレート；アミド類、例えば、アクリルアミド、メタ
アクリルアミド又はマレアミド；及びイソシアネート類、例えば、ビニルイソシアネート
又はアリルイソシアネートが挙げられる。上述の架橋性コモノマーの中でも、好ましくは
、Ｎ－メチロールアクリルアミド及びＮ－メチロールメタアクリルアミドが使用され、そ
の主たる理由はこれらモノマーの１つを含有する共重合体鎖が高温に曝された場合、これ
らは互いに縮合可能であり、所望の分子間架橋を形成可能であるためである。しかしなが
ら、好ましいアクリレート塗膜の任意の所望の耐溶剤性は、また、外部から添加した架橋
剤、例えば、メラミン又はウレア－ホルムアルデヒド縮合生成物の存在のよって達成する
ことが出来る。耐溶剤性が要求されない場合は、架橋剤を使用する必要が無い。
【０１０４】
　好ましいアクリレート塗膜は、フィルムの一面又は両面に塗布することが出来る。しか
しながら、また、アクリレート塗膜をフィルムの一面側のみに塗布し、他面側に他の塗膜
を塗布することもできる。塗膜配合剤は公知の添加剤を含有することが出来る。該添加剤
としては、例えば帯電防止剤、湿潤剤、界面活性剤、ｐＨ調整剤、酸化防止剤、染料、顔
料および耐ブロッキング剤、例えば、コロイダルＳｉＯ２等が挙げられる。支持体ポリエ
ステルフィルムを湿潤する水性塗膜の湿潤性能を向上するため、通常は界面活性剤を含有
させることが有用である。
【０１０５】
　本発明の他の好ましい実施形態では、親水性層または印刷インキに対する良好な付着性
を達成するため、水溶性又は親水性塗膜を使用する。好ましい親水性塗膜を達成するため
、以下の３つの混合物を使用できる。
　１. 水分散性官能基を有する芳香族コポリエステル（Ｉ－１）とポリビニルアルコール
（ＩＩ－１）との混合物、
　２. 水分散性官能基を有する芳香族コポリエステル（Ｉ－２）とポリグリセロールポリ
グリシジルエーテル（ＩＩ－２）との混合物、または
　３. 水性ポリウレタン（Ｉ－３）とポリビニルアルコール（ＩＩ－３）との混合物
【０１０６】
　芳香族コポリエステル（Ｉ－１及びＩ－２）は、芳香族ジカルボン酸、例えば、テレフ
タル酸、２，６－ナフタレンジカルボン酸またはイソフタル酸と、任意の分岐または縮合
脂肪族ジオール、例えば、エチレングリコール、ジエチレングリコール、２－メチルプロ
パノール又は２，２－ジメチルプロパノールと、水分散性官能基を有するエステル形成化
合物から製造される。官能基としては、例えば、水酸基、カルボキシ基、スルホン酸基、
リン酸基およびこれらの塩が挙げられる。これら官能基の中では、スルホン酸およびカル
ボン酸の塩が好ましい。水溶性でありかつ標準重合技術により製造可能なポリビニルアル
コールが、ポリビニルアルコール成分（ＩＩ－１及びＩＩ－３）として使用可能である。
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これらポリビニルアルコールは、一般にポリビニルアセテートの加水分解によって製造さ
れる。加水分解率は、好ましくは７０％以上であり、更に好ましくは８０～９９．９％で
ある。グリセロールとエピクロロヒドリンとの反応生成物で、２５０～１２００の分子量
を有する化合物がポリグリセロールポリグリシジルエーテル（ＩＩ－２）として使用され
る。水性ポリウレタン（Ｉ－３）は、ポリオール、例えば、末端グリコール基を有するポ
リエステル、ポリオキシエチレングリコール、ポリオキシプロピレングリコール、ポリオ
キシテトラメチレングリコール又はアクリルポリオールと、ジイソシアネート、例えば、
キシレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、ジシクロへキシルメタン
４，４’－ジイソシアネート、トルイジンジイソシアネート、フェニレンジイソシアネー
ト、ジフェニルメタン４，４’－ジイソシアネート又はナフタレン１，５－ジイソシアネ
ートとから製造される。
【０１０７】
　好ましいコポリエステル塗膜、アクリレート塗膜及び親水性塗膜は、更に、他の公知の
添加剤、例えば帯電防止剤、湿潤剤、界面活性剤、ｐＨ調整剤、酸化防止剤、染料、顔料
及び耐ブロッキング剤、例えばコロイダルＳｉＯ２等を含有することが出来る。
【０１０８】
　後続の熱固定工程で、フィルムは１５０～２５０℃の温度で約０．１～１０秒保持され
る。次いで、フィルムは従来法により巻取られる。
【０１０９】
　本発明のヒートシール性および剥離性フィルムの最終製造工程は、更なる独立工程にて
オフラインで行われる。この工程では、従来塗布技術を用いて剥離塗布組成物を、液状で
所望の厚さにベースフィルム上に塗布する。
【０１１０】
　典型的な塗工システム（また、ラッカー塗工システムとも言う）は、非巻取りコロナ前
処理ユニット、１つ以上のアプリケーターユニット、乾燥器および／または艶出しロール
による巻取り装置から実質構成される。塗料は、通常グラヴィアロール又はウエブと同一
方向に回転する艶出しロールにより塗布される（フォーワードグラヴィア）。作動幅は通
常１０００ｍｍを超え、マシーン速度は通常１５０ｍ／分を超える。当然ながら、他の従
来の塗布技術、例えばナイフコーター（ドクター）、メイヤーロッド、フローコーター等
を用いることも出来る。
【０１１１】
　図５は、従来のこのタイプのアプリケータの構造および作動方式を示す図である。グラ
ヴィアロール（１０）の直径は、例えば、４００～６００ｍｍであり、表面に薄い金属層
を形成しかつセルを食刻したスチールコアを備えている。セルの外観形状は、行うべき作
業の要件に応じて異なる形状とすることが出来る。典型的なセルの幾何形状としては、丸
形、方形、ハニカム構造、分離形状、連結形状等がある。セルが食刻されると、ロールは
、最終的にクロムメッキされる。図５で示される技術は、フォーワードグラヴィアと称さ
れる。この他、当然ながら“リバースグラヴィア”を使用することも出来る。
【０１１２】
　剥離塗布組成物（液状の外層（Ａ）に対応）は、トラフによりアプリケータロール（１
０）に塗布され；ドクター（９）は、例えば過剰の材料をロールから取り除くために使用
され；塗料は、アプリケータロールから二軸配向ポリエステルフィルム（６）に塗布され
る（ゴムロール（８）、塗布フィルム（７）、ドライヤー（５）へ）。それ故、この工程
は幾分印刷工程に類似している。
【０１１３】
　本発明の剥離フィルムの製造のためには、少なくとも以下の２つの規準を満たすことが
重要である。
【０１１４】
　所望の光学的特性を有する剥離フィルムの製造のためには、剥離塗布組成物の温度が、
特定の限度内にあることが要求される。本発明のラッカーの温度（トラフ及び供給容器内
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で測定）は、通常１０～４０℃、好ましくは１６～２８℃、更に好ましくは１８～２５℃
である。ラッカーの温度が１０℃未満の場合は、塗布フィルムに曇り効果が現れ好ましく
ない。ラッカーの温度が４０℃を超える場合は、塗布フィルムの外見が不均一になり同様
に好ましくない。
【０１１５】
　高光学品質を有する剥離フィルムを得るためには、更に、ラッカーの粘度を規定範囲内
に調整する必要がある。粘度はＺａｈｎ法Ｎｏ. ２に従った粘度カップによって求められ
る。図６は、関連粘度カップ（（１４）＝２Ｒ、（１３）＝２Ｒ０、（１２）＝Ｌ、（１
１）＝ｈ（ｔ））を示す図である。Ｚａｈｎ法Ｎｏ. ２の粘度カップの直径は２ｍｍであ
る。
【０１１６】
　本発明のラッカーの粘度（トラフ及び供給容器内で測定）は、通常１０～５０ｓ、好ま
しくは１６～３２ｓ、更に好ましくは１７～３０ｓである。ラッカーの粘度が１０ｓ未満
の場合、塗布が不均一になり、この不均一はフィルムの幅および長さに亘ってヘーズ変動
が大きくなることから認められ、これら変動は当然ながら好ましくない。ラッカーの粘度
が５０ｓを超える場合、塗布フィルムのヘーズが顕著に高くなり、同様に好ましくない。
【０１１７】
　本発明で製造された剥離フィルムは本発明の有用な特性を多数有し、その中の最も重要
なものを以下に列挙する。
【０１１８】
　本発明のポリエステルでオフラインコーティングされていないフィルム未塗布表面の光
沢度（グロス）は、通常１００より大きく、好ましい実施形態では１１０より大きく、更
に好ましい実施形態では１２０より大きい。それ故、未塗布フィルム表面は、更なる機能
塗布、印刷または金属化に特に好適である。本発明のポリエステルでオフラインコーティ
ングされたフィルム塗布表面の光沢は、通常７０より大きく、好ましい実施形態では７５
より大きく、更に好ましい実施形態では８０より大きい。
【０１１９】
　本発明の塗布フィルムの明澄度（ｃｌａｒｉｔｙ）は８０％より大きい。好ましい実施
形態では、フィルムの明澄度は８２％より大きく、更に好ましい実施形態では８４％より
大きい。本発明の塗布フィルムのヘーズは、通常２０％未満である。好ましい実施形態で
は、フィルムのヘーズは１８％未満であり、更に好ましい実施形態では１５％未満である
。本発明の塗布フィルムの透明度は、通常９０より大きく、好ましい実施形態では９０．
５より大きく、更に好ましい実施形態では９１より大きい。
【０１２０】
　本発明のフィルムは剥離特性に優れている。前記フィルムは、ＡＰＥＴ及びＲＰＥＴか
ら成る調理済み食品トレーに対し、中位の剥離性を示す。１１０～１６０℃の温度範囲の
剥離力は、３～７Ｎ／１５ｍｍの所望の範囲にある。更に、驚くべきことに、本発明のフ
ィルムは、ＣＰＥＴ及びＡＣＰＥＴから成る調理済み食品トレー及び板紙から成る調理済
み食品トレーに対しても、非常に良好な剥離性を示すことが判明した。この場合、これら
トレーはＡＰＥＴで被覆されており、全ての場合においてフィルムは所望の中位の剥離性
を示す。
【０１２１】
　フィルムは、更に、十分に満足な「コールド剥離」挙動を有する。更に、フィルムは「
再加工性」を有し、この再加工性はフィルムの経済性に関し非常に有利である。シールシ
ーム部は高結合性を示し、即ち、例えば耐水性および耐オリーブオイル性を有し、「耐水
性試験および耐オリーブオイル性試験」に合格することが出来る。
【０１２２】
　二軸配向ポリエステルフィルム及びオフラインコーティングされた外層（Ａ）間の結着
性（層内結合強度）は高く、それ故、フィルムが調理済み食品トレーから剥離された際、
破断は剥離層とトレー表面間で優先的に生じる（結着破断）。このような破断は、当然な
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【０１２３】
　本発明のフィルムは、食品および他の消耗品包装用として優れた適用性を有し、特に、
包装開封に剥離性ポリエステルフィルムを用いる調理済み食品トレー内の食品および他の
消耗品の包装に適している。
【０１２４】
　以下の表１及び表２に、本発明の最も重要なフィルム特性を示す。
【０１２５】
【表１】

【０１２６】
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【表２】

【０１２７】
＜定義＞
　用語「ヒートシール性」は、少なくとも１つのベース層（Ｂ）と少なくとも１つのヒー
トシール性外層（Ａ）から成る多層ポリエステルフィルムが有する特性を意味する。前記
フィルムは、所定時間（０．１～２秒）内の加熱（１１０～２００℃）及び加圧（１～６
バール）下に、熱可塑性樹脂から成る基板、特にＡＰＥＴ／ＲＰＥＴ及びＣＰＥＴから成
る調理済み食品トレーに対し、支持層（＝ベース層Ｂ）自体が可塑性となる前に、シール
ジョーによって結着させることが出来る。この目的を達成するために、シール性層のポリ
マーの融点は、一般にベース層のポリマーの融点より相当低く設定する。例えば、２５４
℃の融点を有するポリエチレンテレフタレートをベース層用のポリマーとして使用する場
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合、ヒートシール性層の融点は、一般に２３０℃より相当低く、本発明では、好ましくは
２００℃未満、更に好ましくは１７０℃未満である。
【０１２８】
　用語「剥離性」は、少なくとも１つのヒートシール性および剥離性外層（Ａ）を有する
ポリエステルフィルムが有する特性を意味する。前記フィルムは、ＡＰＥＴ／ＲＰＥＴ及
びＣＰＥＴから成る調理済み食品トレーにヒートシール後、フィルムの引裂及び破損のい
ずれも起こすこと無く、調理済み食品トレーから剥離可能である。フィルムを調理済み食
品トレーから剥離する際、ヒートシール性フィルムとトレーから成る複合体は、一般に、
ヒートシール性層及びトレー表面間のシーム部から分離される（Ａｌｈａｕｓ　Ｏ．Ｅ著
「プラスチックによる包装」、Ｃａｒｌ　Ｈａｎｓｅｒ出版、２７１頁、１９９７、ＩＳ
Ｂ　Ｎ３－４４６－１７７１１－６参照）。調理済み食品トレーの試験ストリップ片にヒ
ートシールされたフィルムを、引張歪試験機により図１に示すように剥離角１８０°で剥
離する場合、フィルムに関して得られた力－変位挙動を図２に示す。基板からのフィルム
の剥離を開始すると、この目的に要する力は、図２に示すように特定値（例えば、５Ｎ／
１５ｍｍ）まで上昇し、その後、全剥離距離に亘って、変化幅（約＋／－２０％）の変動
はあるが、ほぼ一定に保持される。
【０１２９】
　用語「コールド剥離」は、従来温度（２～８℃）で冷蔵庫に貯蔵した後でも、所定の剥
離性を失わないポリエステル剥離フィルムの特性を意味する。コールド剥離挙動は、通常
、以下のように試験される。即ち、ヒートシールパックを冷蔵庫内に配置し、そこに約１
５分保持する。パックを冷蔵庫から取り出し、即座にフィルムを手操作で調理済み食品ト
レーから剥離する。この場合、フィルムは完全に剥離されなければならない。つまり、こ
の手順中フィルムの引裂又は初期引裂、若しくは引裂伝播が起らない。この際、剥離力の
大きさは「中程度の剥離」に相当する必要がある。
【０１３０】
　用語「再加工性」は、ヒートシール後、ヒートシール性を失うこと無く、調理済み食品
トレーから直接剥離可能であるポリエステル剥離フィルムが有する特性を意味する。シー
ルパックの製造中に幾つかの不良材料、例えば、不良シール品が生じ易い。ライン検査員
は不良調理済み食品トレーをベルトから取り除き、剥離フィルムをトレーから剥離する。
この際、フィルムを初期引裂無くトレーから完全に剥離できる場合は、フィルムは「再加
工性」を有するものとする。次いで、調理済み食品トレーは、手動装置を使用して再シー
ルするか、又はシールのためにラインに戻される。上記手順は、工場の周囲温度（４～１
０℃）で行われる。
【０１３１】
　水およびオリーブオイルに対する結着性。フィルムは、「耐水性及び耐オリーブオイル
性試験」に合格する場合、所望の結合性を示すものとする。当該試験では、調理済み食品
トレーをヒートシールする前に、一定量の水またはオリーブオイルをトレー内に収容する
が、その量は、シールされた調理済み食品トレーのシールシームを下にして垂直に配置し
た場合、約３ｃｍの液層を形成するのに十分な量である。少なくとも１４日間（シール層
上に作用する３ｃｍの液柱を形成してトレーを垂直に配置して）貯蔵後に液漏れが無い場
合、フィルムは上記試験に合格したと見なす。
【実施例】
【０１３２】
　以下の実施例を用いて本発明を更に詳細に説明するが、以下の実施例は単なる例示と考
えるべきである。以下の実施例において、原料やフィルムの特性について以下の測定方法
、評価方法を使用した。
【０１３３】
＜シールシーム強度（剥離力の決定）＞
　シールシーム強度は、フィルムストリップ（長さ：１００ｍｍ×幅：１５ｍｍ）を、Ａ
ＰＥＴ／ＲＰＥＴから成る調理済み食品トレーの対応するストリップ（該ストリップは、
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トレーの底部から切取られる）の内側に配置し、該フィルムストリップを、設定温度≧１
１０℃、シール時間０．５秒、シール圧４６０Ｎ（ブラッガー（Ｂｒｕｇｇｅｒ）社製Ｈ
ＳＧ／ＥＴシール装置、片面加熱シールジョー）でシールすることによって求められる。
図２に従えば、約２時間後に、シールされたストリップを、引張り試験機（例えば、Ｚｗ
ｉｃｋ社製）内にクランプ止めして、１８０°シールシーム強度、即ち、剥離速度２００
ｍｍ／分で試験ストリップを分離するのに要する力を求める。シールシーム強度は、フィ
ルムストリップ１５ｍｍ毎のＮで示される（例えば、３Ｎ／１５ｍｍ）。
【０１３４】
＜最低シール温度の決定＞
　シールシーム強度の測定に関し既述されたブラッガー（Ｂｒｕｇｇｅｒ）社製ＨＳＧ／
ＥＴシール装置を使用して、ヒートシールサンプル（シールシーム：１５ｍｍ×１００ｍ
ｍ）を作製した。フィルムは、２つの加熱シールジョーにより、シール圧４６０Ｎ、シー
ル時間０．５秒において、種々の温度でシールした。１８０°シールシーム強度は、上述
のシールシーム強度の決定と同様に測定した。最低シール温度は、少なくとも３Ｎ／１５
ｍｍのシールシーム強度を達成する温度（℃）であり、この場合、最低シール温度は、常
に８０℃より高い温度である。
【０１３５】
＜ガラス転移温度Ｔｇ＞
　ガラス転移温度Ｔｇは、ＤＳＣ（示差走査熱量法）によりフィルムサンプルに関して求
めた。パーキンエルマー（Ｐｅｒｋｉｎ－Ｅｌｍｅｒ）社製の「ＤＳＣ１０９０」を使用
した。加熱速度は、２０Ｋ／分であり、投入重量は、約１２ｍｇであった。熱履歴は、先
ず、サンプルを３００℃に加熱し、５分保持し、次いで、液体窒素で急冷することによっ
て消失させた。ガラス転移温度Ｔｇは、半転移高さでの温度としてサーモグラムより求め
た。
【０１３６】
＜標準粘度ＳＶ＞
　希薄溶液中の標準粘度（ＳＶ）は、ジクロロ酢酸（ＤＣＡ）を溶媒とし、ウベローデ型
粘度計を用い、２５±０．０５℃で、ＤＩＮ　５３７２８　Ｐａｒｔ　３に記載の方法に
従って測定した。ポリマー濃度は、ポリマー１ｇ／１００ｍｌ純溶媒である。溶解には６
０℃で１時間を必要とする。この後、サンプルがなお完全に溶解していない場合は、８０
℃で４０分間を２回繰り返し、溶液を４１００分－１の回転速度の遠心分離で１時間処理
する。無次元のＳＶ値は、相対粘度（ηｒｅｌ＝η／ηｓ）を用いて以下の式から決定す
る。
【０１３７】
　ＳＶ＝（ηｒｅｌ－１）×１０００
【０１３８】
　フィルム又はポリマーの粒子含有量は、灰化及び投入重量の適当な増加による補正によ
り求めた。即ち、下記式から求めた。
【０１３９】
　投入重量＝（１００％ポリマーに相当する投入重量）／［（１００－粒子濃度重量％）
／１００）］
【０１４０】
＜ヘーズ、明澄度および透明度＞
　塗布ポリエステルフルムを、Ｈａｚｅｇａｒｄ　ＸＬ－２１１（ＢＹＫ　Ｇａｒｄｎｅ
ｒ社製、ドイツ）を使用して測定した。Ｈｏｌｚヘーズは、ＡＳＴＭ　Ｄ１００３－６１
、方法１に従って求めた。明澄度は、Ｈａｚｅｇａｒｄ装置を使用して、該試験装置の“
明澄度ポート”にて、ＡＳＴＭ　Ｄ１００３に従って測定した。透明度は、ＡＳＴＭ　Ｄ
１００３－７７に従って測定した。
【０１４１】
＜２０°光沢度＞
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　光沢度は、ＤＩＮ６７５３０に従って求めた。フィルム表面の光学的特性値である反射
率を測定した。規格ＡＳＴＭ　Ｄ５２３－７８及びＩＳＯ２８１３に基づく方法を使用し
て、入射角を２０°設定する。光ビームを、設定入射角で平坦試験面に投射し、該表面で
反射・散乱させた。光電検出器上に入射した光線を示す比例電気変数を表示させる。測定
値は、無次元数であり、入射角により表される。
【０１４２】
＜弾性率＞
　弾性率は、ＩＳＯ５２７－１及びＩＳＯ５２７－３に従って、サンプルタイプ２、試験
速度１００％／分、２３℃、相対湿度５０％の条件下で求められる。
【０１４３】
＜収縮率＞
　フィルムの収縮率は、ＤＩＮ４０６３４に従って、温度１５０℃、収縮時間１５分で測
定する。
【０１４４】
＜防曇性＞
　防曇性を求めるために、先ず、シール性側（Ａ）の表面張力を、剥離フィルムの製造後
１日経過時に、単位ｍＮ／ｍで測定する。この測定のためには、Ｋｒｕｓｓ　ＤＳ１００
装置を、提供された操作マニアル（指示書）に従って使用する。
【０１４５】
＜耐凝縮性効果の決定＞
　ポリエステルフィルムの耐凝縮性は、以下のように求めた。
　２３℃、相対湿度５０％に制御された実験室内で、フィルムサンプルを、非晶質ポリエ
チレンテレフタレートから成り、約５０ｍＬの水を充填した調理済み食品トレー（長さ：
約１７ｃｍ；幅：約１２ｃｍ；深さ：約３ｃｍ）に溶接した。
【０１４６】
　トレーは、４℃に制御した冷蔵庫に貯蔵し、それぞれ１０分、３０分、４時間、８時間
及び２４時間後に評価のために取り出した。空気を２３℃から庫温に冷却する際の凝縮物
の形成を試験した。有効な耐凝縮剤を含有したフィルムは、例えば、凝縮物が凝集性透明
膜を形成するので、凝縮物の形成後でも、透明に保持される。有効な耐凝縮剤を非含有の
場合、液滴の微細ミストが、フィルムの表面に形成されて、フィルムの透明度を低下させ
る。最悪の場合、調理済み食品トレーの内容物が、視認できなくなる。
【０１４７】
　他の試験法は、ホット防曇試験法として知られている。この試験では、２５０ｍＬガラ
スビーカーに５０ｍＬの水を充填し、該ビーカーを、被試験フィルムで被覆し、７０℃に
制御した水浴内に配置する。評価法は、上記と同様である。この試験では、蒸気が、連続
的にフィルム上に凝縮し、次いで流下又は滴下するため、フィルムの長期耐凝縮性効果又
は耐洗失性の試験にも使用される。容易に溶解する物質は、洗い出されて失われ、フィル
ムの耐凝縮性は低下する。
【０１４８】
＜メジアン径d５０の測定＞
　“Ｍａｌｖｅｒｎ　Ｍａｓｔｅｒｓｉｚｅｒ　２００”を使用して、使用粒子のメジア
ン径d５０を測定した。
【０１４９】
　メジアン径の測定のため、サンプルを、水を充填したセル内に入れ、該セルを、試験装
置内に挿入した。レーザーを使用して、分散液を走査し、粒径分布は、検量線と比較する
ことにより信号から求めた。２つのパラメーター、即ち、メジアン径径d５０（中央値の
位置の尺度）及びＳＰＡＮ９８として知られる散乱（分散）度（粒径分布の分散の尺度）
により、粒径分布を特徴づけた。試験手順は、自動で行われ、また、ｄ５０値の算術的計
算を含んでいる。この場合、ｄ５０値は、（相対）積算粒径分布曲線から求める値と規定
する。５０％縦座標値と積算曲線との交点が、横軸上にd５０値を与える。
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　これらの粒子を使用して製造されるフィルムを測定すると、フィルムのｄ５０値は使用
する粒子の１５～２５％小さい値となる。
【０１５１】
＜粗さ＞
　フィルムの粗さＲａは、カットオフ０．２５ｍｍとしてＤＩＮ４７６８に従って求めた
。測定は、ガラス板上よりむしろリング内で行われた。該リング法では、フィルムはリン
グ内にクランプ止めされ、フィルムのいずれの面も第３面（例えば、ガラス）に接触しな
いように配置した。
【０１５２】
　実施例１：
（１）二軸配向ポリエステルフィルムの製造：
　ポリエチレンテレフタレートからなる２３μｍ厚の二軸配向フィルムを従来法（縦横配
向）により製造した。製造時、ポリエチレンテレフタレートチップを、ベース層（Ｂ’’
）用押出機に供給した。ポリエチレンテレフタレートからなるチップ及び粒子を、同様に
、外側層（Ｂ’）用押出機（二軸押出機）に供給した。原料は、以下に示す工程条件に従
って、それぞれ２つの押出機内で溶融・均質化した。
【０１５３】
　層（Ｂ’’）及び２つの外側層（Ｂ’）の３つの溶融流は、３層ダイ内への共押出しに
より、層状に互いに積層され、ダイリップから放出された。得られた溶融フィルムは、冷
却され、次いで、（Ｂ’Ｂ’’Ｂ’）構造を有する、合計厚２３μｍの透明３層フィルム
を、縦方向及び横方向での段階的配向により製造した。２つの外側層（Ｂ’）の厚さは、
それぞれ１μｍである。
【０１５４】
　ベース層（Ｂ”）：
　ＳＶ値８００を有するポリエチレンテレフタレート１００重量％。
　両外側層（Ｂ’）は、以下の組成を有する混合物である。
　ＳＶ値７９０を有するポリエチレンテレフタレート８５重量％；及び
　ポリエチレンテレフタレート（ＳＶ値７９０）９９重量％と「Ｓｙｌｏｂｌｏｃ４４Ｈ
」（合成ＳｉＯ２；ｄ５０＝２．５μｍ）１．０重量％とからなるマスターバッチ１５重
量％。
【０１５５】
　以下の表３に、個々の工程の製造条件を示す。
【０１５６】
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【表３】

【０１５７】
（２）塗布剥離フィルムの製造
　二軸配向ポリエステルフィルムは、グラヴィアロール（フォーワードグラヴィア）を使
用して、以下に記載の情報に従って剥離塗布組成物をオフラインコーティングし、外層（
Ａ）を形成した。乾燥質量（＝外層（Ａ））は、２．５ｇ／ｍ２であった。
【０１５８】
　塗布組成物（これに関しては表４も参照）：
　２７．８重量％のポリエステル（ＤＭＴ単位３０モル％、ＤＭＩ単位４０モル％、セバ
ケート単位３０モル％、ＥＧ４４モル％、ネオペンチルグリコール５６モル％）
【０１５９】
　０．２重量％の粒径ｄ５０＝３．４μｍを有する「Ｓｙｌｙｓｉａ４３０”（合成Ｓｉ
Ｏ２；富士シリシア社製、日本」
【０１６０】
　２重量％の防曇剤ジエチルスルホコハク酸ナトリウム（Ｌｕｔｅｎｓｉｔ　Ａ－ＢＯ、
ＢＡＳＦ　ＳＥ社製）
【０１６１】
　７０重量％の酢酸エチル
　ポリエステルのガラス転移温度は１１℃であり、ポリエステルのＳＶ値は５００である
。ラッカーの粘度はＺａｈｎ法Ｎｏ. ２に従って測定した際２５ｓであり、ラッカー温度
は１９．５℃であった。
【０１６２】
　表４に、剥離ポリマー中に存在するジカルボン酸及びグリコールのそれぞれの割合をモ
ル％で示し、同様に、本発明のフィルムに関する更なる情報を示す。
【０１６３】
　表５にフィルムの特性を示す。測定の結果（第２欄）、ＡＰＥＴ及びＲＰＥＴから成る
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調理済み食品トレーに対するフィルムの最低シール温度が１２０℃であることが示される
。フィルムはＡＰＥＴから成る調理済み食品トレーに対し、１２０℃、１３０℃、１４０
℃及び１５０℃でシールされた（シール圧：４６０Ｎ、シール時間：０．５秒）。次いで
、本発明のフィルム及びＡＰＥＴから成る調理済み食品トレーからなる複合体のストリッ
プは、引張り応力歪試験機内で上述のテスト仕様に従って分離された。図２に示すように
、フィルムは、全てのシール温度においてトレーから良好に剥離されることが判明した。
測定されたシールシーム強度を第３欄に示す。全シール温度において剥離性フィルムが得
られ、重要な特性としてのコールド剥離挙動も、同様に十分満足するものであった。シー
ルシーム強度は中程度の範囲であり、５Ｎ／１５ｍｍ付近にあり、これはフィルムが制御
量の力を及ぼすことによって調理済み食品トレーから剥離可能であることを意味する（中
位剥離）。更に、フィルムは要求される良好な光学特性を有し、所望の取扱い挙動及び所
望の加工特性を示す。
【０１６４】
　実施例２：
　シール性層（Ａ）の乾燥質量を２．５ｇ／ｍ２から３．５ｇ／ｍ２に増加させた以外は
、実施例１と同様のフィルム構造および製造法でフィルムを作成した。ＡＰＥＴ及びＲＰ
ＥＴから成る調理済み食品トレーに対するフィルムの最低シール温度は１１６℃である。
全シール温度において、フィルムは、図２に示すようにトレーから良好に剥離されること
が判明した。測定されたシールシーム強度を第３欄に示す。全シール温度において剥離性
フィルムが再び得られ、即ち、得られたフィルムは同様にコールド剥離性を有していた。
本発明のフィルムのシールシーム強度は実施例１より高くなる。しかしながら、そのシー
ルシーム強度は大きな力を及ぼすこと無くフィルムをトレーから剥離できる範囲であった
。測定されたフィルムのヘーズは幾分高くなり、フィルムの取扱い性及び加工性能は実施
例１と同程度であった。本実施例の剥離フィルムは実施例１の剥離フィルムより高価であ
るが、シールの困難なインフィア（ＩＮＦＩＡ）社製の調理済み食品トレー（僅かに曇り
を有する）に対しても確かなシールを達成できる利点を有する。
【０１６５】
　実施例３：
　シール性層（Ａ）の乾燥質量を、３．５ｇ／ｍ２から４．５ｇ／ｍ２に増加させた以外
は、実施例１と同様のフィルム構造および製造法でフィルムを作成した。ＡＰＥＴ及びＲ
ＰＥＴから成る調理済み食品トレーに対するフィルムの最低シール温度は１１１℃である
。全シール温度において、フィルムは、図２に示すようにトレーから所望のように良好に
剥離されることが判明した。測定されたシールシーム強度を第３欄に示す。全シール温度
において剥離性フィルムが再び得られ、即ち、得られたフィルムは同様にコールド剥離性
を有していた。本発明のフィルムのシールシーム強度は実施例１より相当高くなる。測定
されたフィルムのヘーズは再び幾分高くなり、フィルムの取扱い性及び加工性能は実施例
１と同程度であった。本実施例の剥離フィルムは、シールの困難な調理済み食品トレー、
特にＲＰＥＴから成る調理済み食品トレーをシールするために同様に使用可能であるとい
う利点を有する。
【０１６６】
　実施例４：
　シール性層（Ａ）用のラッカー組成を以下に変更した以外は、実施例１と同様のフィル
ム構造および製造法でフィルムを作成した。ラッカーは以下の割合の原料から成る：
【０１６７】
・２７．８重量％のポリエステル（ＤＭＴ単位４５モル％、ＤＭＩ単位３２モル％、セバ
ケート単位１０モル％、アジペート単位１３モル％、ＥＧ単位３５モル％、ＤＥＧ単位２
５モル％、ＰＤ単位１５モル％、ＢＤ単位６モル％、及びネオペンチルグリコール単位１
９モル％）
・０．２重量％の、粒径d５０＝３．４μｍを有する「Ｓｙｌｙｓｉａ４３０」（合成Ｓ
ｉＯ2、富士シリシア社製、日本）
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・２重量％の防曇剤「Ｌｕｔｅｎｓｉｔ　Ａ－ＢＯ」（ＢＡＳＦ　ＳＥ社製）、
・７０重量％の酢酸エチル
【０１６８】
　ＡＰＥＴから成る調理済み食品トレーに対するフィルムの最低シール温度は１１３℃で
ある。全シール温度において、フィルムは、図２に示すようにトレーから所望のように良
好に剥離されることが判明した。測定されたシールシーム強度を第３欄に示す。全シール
温度において剥離性フィルムが再び得られた。本発明のフィルムのシールシーム強度は実
施例１より高くなる。シールシーム強度は中程度の範囲であり、それ故、大きな力を及ぼ
すこと無くフィルムをトレーから剥離できる。フィルムの取扱い性及び加工挙動は実施例
１と同程度であった。
【０１６９】
　比較例１：
　欧州特許第１４７５２２８号明細書の実施例１を追試した。表３にフィルムの特性を示
す。フィルムは高い顔料含有率を有し、該顔料はシール性層内の弱シール点となるが、い
ずれの上述のシール温度でも、剥離性フィルムは得られなかった。調理済み食品トレーか
らフィルムを剥離する際即座に初期引裂が生じ、図２に示すような力－変位グラフを示さ
なかった。フィルムは「溶接」挙動を示し、それ故、前述された目的を達成する為に不適
である。
【０１７０】
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【表４】

【０１７１】
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【表５】

【産業上の利用可能性】
【０１７２】
　本発明のオフラインコーティング層を有する二軸配向ポリエステルフィルムは、ＡＰＥ
Ｔ及び／又はＲＰＥＴから成る調理済み食品トレー用シール性フィルムとして好適に用い
られる。



(32) JP 2017-209996 A 2017.11.30

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(33) JP 2017-209996 A 2017.11.30

10

フロントページの続き

(72)発明者  ステファン・バルトッシュ
            ドイツ連邦共和国、デー－５５１１６、マインツ、マルティンストラッセ　７
(72)発明者  マーティン・イェスバーガー
            ドイツ連邦共和国、デー－５５１２６、マインツ、プリニウスヴェグ　３２エー
(72)発明者  トビアス・レンツィッヒ
            ドイツ連邦共和国、デー－６１３５０、バド－ホムブルグ、ハメルストラッセ　２０
Ｆターム(参考) 3E086 AB01  AC07  AD05  AD23  BA15  BA24  BA33  BB01  BB51  BB58 
　　　　 　　        CA01  CA17  CA18  DA03  DA08 
　　　　 　　  4F100 AK41  AK41A AK42  AK42C AR00B BA02  BA03  BA07  CA00B CA10 
　　　　 　　        CA10B CA19B DE01B EH46  EH46B EJ38  EJ38A GB16  JA03  JA05 
　　　　 　　        JA05B JA06  JA06B JK06  JK07  JK15  JL11C JL13B JL14B JN01A
　　　　 　　        JN01B JN21  YY00A YY00B YY00C
　　　　 　　  4J029 AA03  AB07  AC02  AD07  AE03  BA02  BA03  BA04  BA05  BA10 
　　　　 　　        BD07A BF09  BF10  BF18  CA02  CA04  CA05  CA06  CB05A CB06A
　　　　 　　        CC06A


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

